
① 空家等登録申請

② 申請内容を空き家バンクサイトへ登録

③ 空き家バンク登録完了通知書を送付。

④ 空き家バンクサイトを閲覧

⑤ 登録空家等照会希望申請書を提出。

⑥ 連絡先通知書を所有者及び利活用希望者双方へ送付。

⑦ 以後、⑥で通知した連絡先より直接やり取り。

※初回打ち合わせは原則市の立会い有り。

※希望があれば不動産団体の紹介可能。

⑧ 契約成立の報告

⑤

利活用希望者
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狛江市

空家等所有者

（登録申請者）
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サイト

⑥

④

不明な点があればお気軽にご相談ください！


